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・パワーハラスメント防止対策が義務化へ

・7月の労働保険・社会保険の手続

・算定基礎届について

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

算定基礎届について

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

はい、まず社会保険に加入する際に、給
与額から「標準報酬月額」を決定し保険料
が徴収されますが、実際の報酬と標準報酬
月額との間に大きな差が生じないように、毎
年4月～6月に支払った賃金を「算定基礎

届」に記載し提出することで、

標準報酬月額を決定します。

これを「定時決定」と言います。

これにより決定された標準報酬月
額は、9月から翌年8月までの各月に
適用されます。ただし従業員の保険
料が翌月徴収の場合は、10月支給の
給与から保険料を改定することになり
ますので、ご注意ください。

また、4月に昇給など固定給に変動
があり2等級以上の差が発生した場
合は9月の改定を待たずに7月改定
の「月額変更届」を提出します。

（5月・6月に変動があった

場合も同様。）これを

「随時改定」と言います。

提出対象者は、7月1日現在社会保険に加入し
ている全ての被保険者及び70歳以上被用者です。
ただし以下のいずれかに該当する方は提出不要
です。

①6月1日以降に資格取得した方

②6月30日以前に退職した方

③7月改定の月額変更届を提出する方

④8月または9月に随時改定が予定されている

旨の申出を行った方
＊③④については算定基礎届備考欄の「月額

変更予定」に○を付して提出

算定基礎届は、納付する保険料や将来

受け取る年金額等の計算の基礎となり

ますので、正確に記載しましょう。５

ただ給与額を記載したらいいというもの
でもないんですね。

届出書には従業員全員を記載したらい
いのでしょうか？

毎年6月中旬頃になると、日本年金
機構から「算定基礎届」の用紙が届
きますが、制度や目的など詳しく教
えてください。

これで1年間の健康保険と厚生年金の保険
料額が決まるんですね。

何月分から改定されるのでしょうか？

パワーハラスメント防止対策が義務化へ
2019年5月29日、参議院本会議において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
案」が可決・成立しました。この中の、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律（労働施策総合推進法）」でパワーハラスメント（パワハラ）防止のための雇用管理上の措置が義務化されました。

２

４ ６

①パワハラだけでなく、セクシュアルハラスメント（セクハラ）、マタニティーハラスメント（マタハラ）についても、これらに起因
する問題に関する 国、事業主及び労働者の責務を明確化

１ ３

ハラスメント防止対策の強化ポイント

②労働者が事業主にパワハラ、セクハラ、マタハラの相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

施行期日
大企業：2020年、中小企業：2022年予定（それまでは努力義務）

7月の労働保険・社会保険の手続
内　　容 提　　出　　先 提出期限

労働保険料の申告・納付 労働基準監督署、金融機関、労働局のいずれか

算定基礎届の提出 日本年金機構 事務センター または 管轄の年金事務所

高年齢者雇用状況報告書の提出

障害者雇用状況報告書の提出
管轄のハローワーク

7月10日（水）

7月16日（火）

【事業主の責務】
・パワハラ、セクハラ、マタハラ問題について研修の実施その他の必要な配慮をするよう努めなければならない。
・事業主自らもパワハラ、セクハラ、マタハラ問題に対する関心と理解を深め、労働者の言動に必要な注意を払うよう
努めなければならない。


